
【被疑事実の要旨】

被 告 発 人・作 田学 医師 は、患者 を直接 診 察す る こ とな く診 断書 を交付 す る行 為 を禁 じた 医

師 法 20条 に違 反 して、被告 発 人・A娘 の診 断書 を作成 した。 それ を受 けて被 告発 人・A夫 と

被 告発人・ A妻 は、娘 の診 断 書 と既 に作 田医師 が作成 していた 自 らの診 断書 の 計 3通 の診 断

書 を根拠 に、 告発人・藤 井将 登 に対 して 4518万 円の金 銭請求 な どをす る訴訟 を横 浜地裁

へ 起 こ した。 さ らに提 訴 後 、医師法 20条 違 反 の 下で作成 され た娘 の診断書 に 「甲 46号 証

の 6」 の号証 番号 を付 し、病名 だ けを変 えてそれ を再行使 す るに至 った。 しか し、横 浜地裁

は 3人 の請 求 を棄却 した だ けでは な く、作 田学 医師 が娘 の診断書 を交付 した行 為 を医師法 2

0条違反 と認 定 した。 無診 察 で交付 され た診 断 書は、虚 偽診 断書 に該 当す る との判 例 が複 数

あ り、告発 人 らは刑 事 告発す るに至 った。

【不起訴処分を不当とする理由】

:、 判例違反

横 浜地検 が 下 した不起 訴処 分 は、無 診察 に よ り交付 され た診断 書が虚 偽 診断 書 に該 当す る

と解 釈す る次 の判例 に反 し́てい る。

(a)福 岡高裁 宮崎 支部 平成 元年 3月 14日 判決

虚 偽診 断書作成罪 は医師 が公務所 に提 出すべ き診断 書等 に虚 偽 の記載 を した ときに成 立す

る もので あ り,ま た 自ら診 察 しな いで診 断書 を交付 した医師 法違反 の罪 はそ の所 為 を もつて

成 立す る ところ , 自 ら診察 しないで診断 書 を作成す る こ とはそれ 自体診 断書 の 内容 に虚偽 を

記載す る こ とに もな るの で あ るか ら, 11記 は 1個 の行為 で 2個 の罪 名 に触れ る もの であ る。

(■ 資料 1)

(b)大 審 院 大正 5年 1月 27口 判決・ 大審院刑 事判 決録 第 22輯 第 2巻

因て按 ず るに,医 自liが 公 務所 に提 出すべ き診 断書 を作成 す るに 当 り診 察 の結 果 其認 知 した

る事項 に反 す る記載 を為 した る場 合 は t)ち ろん、 自ら診 察 を為 さず して診 断書 を作成 し之 に

診 断 に関す る虚偽 の記載 を為 した る もの はいずれ も診断書 の 内容 に関 し虚 偽 の 記載 を為 した

る t)の な るが故 に汗1法 第 160條 に医師 公務所 に提 出す べ き診断 書に虚 偽 の記載 を為 した る

とき とあ るに該 当 し 。・・

2,基 の 診 断 書 (甲 46号 証 の 6)に 見 る事 実 摘 示 の 誤 り

告発人・藤井敦 子は、 2022年 3月 18日 の午後、電話で横浜地検の岡田万佑 子検事 に、

不起訴処分の理 由を尋ねた。無診察によ り交付 された診断書を汗J事 事件では虚偽診断書 と解

釈す る 二とができない とい うのが岡 田検事の言い分だった=作 田医師は、他の医師が交付 し

た診断書を参照に して診断 した事情 を考慮す ると、虚偽診断書 とまでは言い切れ ない との こ



とだ った。

そ こで作 田医師 が娘 の診 断書 を交付す るに際 して参照 に した とされ る診断書 の うち、特 に

影響 力 が 大 きい宮 田幹夫 医師 と倉 田文秋 医師 が交付 した診断 書 の所 見 と、作 田医師 が交付 し

た診断書 の所 見 を比較 してみ る .

■宮 田医師 が交付 した診 断書 の所 見

「微 量な化 学物 質 、特 に空気汚染 化学物 質 に敏感 に反応 ヒノて体調 不 良 とな る症 状 で あ り、関

係 者 の配慮 が望 まれ る J

■倉 田医師 が交付 した診 断書 の所 見

「非 喫煙 者で あ り、受 動 喫煙 環境 、経過 、 自党症 状 に よ り受 動 喫煙症 (分 類 レベ ル 3)と 診

断 します 」

宮 田医師 と倉 田医師 の所 見は、 いずれ (D単 に娘 が空気汚 染 に よる身 体反応 を示す こ とを指

摘 した t)の に過 ぎない。 これ に対 して作 田医師 の診断書 は 、直接 現場 へ足 を運 び 、かつ本 人

を直接診 察 しな けれ ば確 認 の しよ うがな い 「所 見Jを 記述 して い るc言 葉 を変 え る と創 作 で

あ る=具体 的 には次 の所 見記載 で あ る .

■被 告発 人・ 作 田医師 が 交付 L′ た診 断書 の所 見

「団地 の 一階 か らの タバ コ煙 に さ らされ 、 1年 ほ ど前 か らタバ コ煙 に接 す るたび に昨年暮

れ か ら咽頭 炎、呼吸 困難 を生 じて いたぅ 昨年 の暮れ か らは化 学物 質 i畳 敏症 が増 悪 し、洗 斉J、

寝 具や 衣類 の化学繊 維 まであ らゆ る化学物質 に反応 し、 国内炎 、咽頭 炎 な どを生 じ、呼吸 が

困難 にな るGこ の た め、体重 が 1 0 Kgtt L減 少 した,微 量 の化学物 質 に も激 しく反応 し、

外 出が困難 にな って い る。 治療 法 は、原 因 とな る物 質 のない環境 にい る ことだ けで あ る。 」

宮 田医師 と倉 田医師 σD診 断 書 の所 見 げ)間 には類似性 が認 め られ るが 、作 田医師 に よる診 断

書 の所 見には宮 田医 Hlliと 倉 田医師 の所 見 とは 異質 の創 作 され た箇所 が存在 す る=具 体的 には

次 の箇所 で あ る。

「団地 の 一階 か ら (注 :被 告発 人・ A娘 が)の タバ コ煙 に さ らされ 」

しか し、本 件刑 事告 発 の前提 とな ったAら を原 告 とす る民事裁 判 の判決 (横 浜地裁 平成 2

9午 (ワ )第 4952号 )は 、告 発人・藤 井 宅 か ら副流煙 は外部 へ漏 れ ていない ことを認 定

して い る。 従 って、被 告発 人・ A娘 が、 「団地 の 一階 か らの タバ コ煙 に さ ら)さ れ て いた」 と

す る作 田医師 の所 見は事 実 で はな い。 この点 は作 田医師 には確認 の しよ うのない所 見で あ る

か ら作 田医師 の創 作 で あ り、明 らか な虚偽診 断書 とい うべ き 事項 で あ る |

(b)「 1年 ほ ど前 か らタバ コ煙 に接 す るたび に昨年 暮れ か ら咽頭 炎 、呼 吸 困難 を生 じてい

た。 J

この よ うな医学 [1の 所 見 に類 似す る記 述 |ま 、宮 田医師が 作成 した診 断書 にはみ あた らない

確 か にA娘 が宮 田医師 に提 出 した 「問診 ・質 問票 Jに は 、 「28年 3月 頃 よ り、隣 りσ)1階
か らイ ン ドネ シア産 の強 い タ バ コの副流煙 に よ り体 調悪 化」 とい う記述 が あ るが、 これ は宮

田医師 の所 見 で はな く、 単な るA娘 に よる 自己 中告 で あ る.と ころが作 田医師 は、 この記述

をあたか も客観 的 な事実 の よ うに創 作 し、診 断 書 に記載 した の であ る。



(c)「 国内 炎、 RFkl頭 炎な どを生 じ、呼吸 が 困難 にな る。 」

この よ うな所 見 t)宮 田医師 の診 断書 に t)倉 田医師 の診 断 書に も存在 しない。 これ らの所

見が客観 的 な事 実 で あ るか否 かの判 断 は、 少 な く とも娘 を直接 診 察 しない限 り、不「il能 で あ

る。

作 田医師 は、直接 の診 察 を行 うこ とな く想 像 のみ に基づ い て _L記 の客観 的 に確認 す る こ と

が 不可能 な内容 を診 断書 に記述 した ので あ るか ら明 らか な虚偽診 断書 作成罪 に該 当す る。

(d)「 体 重 が 1 0Kg以 上減少 したっ」

作 田医師 は 、娘 の体重 が 1 0Kg以 上減少 した と記述 してい るが 、宮 田医師 の診 断書 か ら

t)、 倉 田医師 の診断 書 か らく)、 そ の よ うな事 実 は読 み取れ ない3娘 の体重 が 1 0Kg以 上減

少 した こ とを示す 医学 生の記録 は存 在 しない。 これ も作 田医師 が創 作 した t)の で あ る。

作 田医師 が 交付 した診 断書 は、 明 らか に虚偽 で あ り客観 的 な事実 とか けは なれ てい る .

医師法 20条 を遵守 しなか った こ とが これ らの虚 偽記 述 を生んだ原 因で あ る。

さ らに作 田医師 の違 法性 (虚 偽診 断書行使罪 )を 示す別 の診 断 書 の存在 t)こ こに指摘 して

お く。 理 由は岡 田検 事 が認知|し てい ないか らで あ る。

作 田医師 が 平成 29年 4月 12日 付 で作成 した被 告 発 人A妻 に対す る診断書 には以 下の記

述 が あ るっ

「 1年 前 か ら団地 の 一階 に ミュー ジシャ ンが家 にい てデ ンマー ク産 の コル トとイン ドネ シ

アのガ ラムな ど甘 く強 い香 りの タバ コを四六時 中吸 うよ うにな り、徐 々に タバ コの煙 に過敏

にな つてい ったc」

この よ うな内容 は作 田医師が 客観 的 に確認 で き る内容 で はな く、 これ も患 者や そ の家族 の

主張 をその まま、診断 書 に記載す る こ とに よって発 生 した虚偽 の診 断 書 とい え る, この よ う

な記載 を医師 が診 断書 に行 うこ とは 下段 に示 した 医師 の行 う診 察・診 断・ 診断書 作成 とい っ

た診療 行為 か ら大 き く逸 脱 した行 為 で あ る こ とは明 白で あ る。

結果 的 に 、A夫・妻・娘 の 3人 は 、作 田医師 が作成 した診 断書 に記載 され た 客観 的事 実の

欠 落 した記載 、す なわ ち明 らか な虚 偽 の診 断書 を根拠 に して、藤 井 将登 に対 して法外 に高額

の金銭請求 したの で あ る。

3、 法 律 を我 田 引 水 に解 釈 す る誤 り

医師法 20条 は、次のよ うに無診察による診断書交付を禁上 している。

【引用】第二〇条 医師は、 自ら診察 しないで治療 を し、若 しくは診断書若 しくは処方せん

を交付 し、 自ら出産に ,1た ち会わないで出生証明書若 しくは死産証書を交付 し、又は 自ら検案

を しないで検案書を交付 してはな らない。但 し、診療 中の患者が受診後「■ |´ 四時間以内に死

亡 した場合に交付す る死亡診断書については、この限 りでない。

横浜地検の岡田万佑子検事は、 3月 18日 の午後、告発人・藤井敦子に対 して、医師法

20条 の解釈は、民事事件 と刑事事件では異なる旨を述べ、法解釈については厚生労働 省に



問 い 合わせ た と話 した。 しか し、そ t)そ t)法 律 が我 田引水 に解 釈 で きる よ うで あれ ば 、法 律

と して機能 しない。 法律 は文字 どお りに解釈 す るのが 基本原 則 で あ る。 ま して他 の 医師 が作

成 した診 断書 を参照 にで きる条件 が あれ ば、患者 本 人 の診 察 を免 除 して診 断書 を交付す る こ

とを認 め る とい う例 外 条項 は存 在 しない。 岡 田検 事は、藤 井敦子 に対 して 、作 田医師 が官 田

医自嗜iら の診 断 書 を参照 に してA娘 の診断書 を交付 した こ とを 1)っ て、虚偽 診断書 には該 当 し

ない と説明 したが、 医師法 20条 にその よ うな例 外 条項 は存在 しないので あ る .

岡 田万佑 子検 事 の とった行 動 と判 断 は検 察 の 中立性 ・ 公平性 お よび独 立性 を放棄 す る t)の

と言わ ざるをえない。 そ もそ も診 断 書 は患者 や家族 の 言い分 を記載す る文 書 ではな く、診 察

(患 者 に直接接 触 をす る行 為 を意 味 し、そ の 日的 は IE確 な情 報 を得 て 、正 しい診断 を下 し、

的確 な治療 を行 い、そ の正 当性 をチ ェ ックす るこ とに あ る と定義 され る)を 通 して医師 が得

た客観 的事 実 (身 体所 見・検 査所 見な ど)に 基 づ く診 断 内容 のみ を記載 す べ き く)の で あ る。

それ に t)関 わ らず 岡 田 万佑 子検 事 は この こ とも認 識 されず 、患者 家族 の感 情 的 な 申 し出のみ

に基づ く記載 をす る こ とも可能 と考 えてい る よ うで あ るが 、 この点 は検 事 の見識 と して極 め

て不適切 で あ る と判断 され る。

本 件刑 事告発 の背景 には、不正 な診断書 を根拠 に法 外 な、 711「l喝 まが いの金銭請 求 が行 わ

れ た 事実が あ る。 作 田医師 は、 f‐
ll事 罰 を受 け るべ きで あ る。

以 卜1げ)輝 由に よ り横 浜地検 の処 分 の取 り消 しを求 め る。 作 田医師 を起訴す べ きで あ る .


